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欺瞞に満ちた「安倍談話」、「戦争法案」は廃案に
日本は今、「戦争か平和か」の歴史的岐路に立たされています。世界に誇る宝＝憲法９条を守り抜き、平和な日本を築くために、思想・信条の違い、政治的立場の違いを超えて、すべての国民の皆さんが「戦争法案」廃案に、力を合わせることを呼びかけます。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ８月１４日に、発表された「安倍談話」は、「侵略」「植民地支配」「反省」「お詫び」等の文言が散りばめられていますが、日本が「国策を誤り」「植民地支配と侵略」を行ったという戦後５０年の「村山談話」に示された歴史認識は語られておらず、「反省」と「お詫び」も過去の歴代政権が表明したという事実に言及しただけで、安倍首相自らの言葉としては語っていない欺瞞に満ちたものでした。「村山談話」が表明した立場を、事実上、投げ捨てるに等しいものであり、国内外から厳しい批判を招いています。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ日本共産党は、戦後７０年という節目の年が、日本とアジア諸国との「和解と友好」に向かう年となることを強く願い、日本の政治がとるべき５つの基本姿勢を提唱しています。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ第一は、「村山談話」「河野談話」の核心的内容を継承する事。ｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　第二は、日本軍「慰安婦」問題について、被害者への謝罪と賠償等に踏み出す事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三は、首相や閣僚による靖国参拝は行わない事。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四は、民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶する事。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五は、過去の誤りへの反省の立場を、学校の教科書に誠実かつ真剣に反映させる事です。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本は、戦後７０年間、他国と直接の戦火を交えることはなく、自衛隊は、半世紀余にわたって、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出していません。こうした平和の歩みを支えてきたのは、何よりも、憲法９条が存在し、平和を希求する国民の世論と運動が脈々と続いてきたことによるものです。この力が、歴代内閣をも縛り、「自衛隊は軍隊ではない」「海外での武力行使は許されない」「集団的自衛権行使は許されない」という憲法解釈をとらせてきたのです。ところが　今、安倍政権は、戦後７０年の平和の歩みを断ち切り、歴代内閣の憲法解釈を根底から覆して、「戦争法案」を強行し、日本をアメリカとともに「海外で戦争をする国」につくりかえようとしています。「殺し、殺される」日本への逆行を絶対に許してはなりません。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党は、「戦争法案を許さない」という一点で、国会内外の共同を広げに広げ、圧倒的な国民世論で安倍政権を包囲し、「戦争法案」を必ず廃案に追い込むために、全力をあげて奮闘します。ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ　　　　　　　　（「戦後７０年にあたって―『安倍談話』と日本共産党の立場」より）
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
「桑名駅西土地区画整理事業」整備プログラムの概要―今までの住民参加の「まちづくり」はどうなったのか―
７月２３日に該当する１８の自治会長さんを対象に説明会が行われました。昨年の市長方針①土地の高度利用、②公民連携、③メリハリのある予算に基づくものの様です。１４の自治会長と７名の小野山地区の住民が参加されたそうです。
今後は、自治会単位で説明会を実施するとの事です。意見を出しましょう。
【内容】
１、平成２７年３月末の進行状況
仮換地指定率 １００％、整備済み宅地率 １０％、支出済み事業費率 ４０％、建物移転進捗率 ２３％、道路延長進捗率 １７％。
２、策定の背景と目的
平成３３年の三重国体を意識（合併債が使える平成３１年までと関連）
３、基本的な考え
駅周辺の早期整備、先行建設街区の早期整備、集団移転方式（中断移転方式）の導入（駅周辺の市有地に民活で５０戸位の高層マンションを建設し平成２８年度に完成させる。一定戸数を市が借り上げて、事業を進める。）
４、事業完了に向けた整備イメージ
1 平成２７－２８年（下流側・北側より道路・下水の整備、中断移転用住宅の整備、先行街区の整備）
2 平成２９－３０年（駅西広場、蛎塚益生線、西口駅前線、東西自由通路に着手、馬道・本郷地区の下水道）
3 平成３１－３２年(西桑名西方線、西口駅前線と蛎塚益生線の桑名中央東員線の以北、駅前街区の高度利用を推進)
５、土地利用誘導方針
商業地域（桑名駅西口直近地区、馬道地区）、第１種住居地区（住宅Ａ＝残り，Ｂ地区＝先行街区）
６、事業実施期間・総事業費
1 事業実施期間　平成３６年度末完成から１０年延伸の平成４６年度末に（理由は、移転交渉の難航と財源確保の困難）
2 総事業費　２８５億円と変わらない（残１７０億円の大部分が家屋の移転補償費。予算総額は増えないというから、保証金にかなり上乗せしないと新しい家は建てられなくなる）
3 事業計画の見直し　時期が来たら見直しを行う（都市計画決定）

８・３０桑名大集会（戦争させない・９条壊すな）午後１時半市役所南
東芝の粉飾決算事件　１５００億円にのぼる利益を水増し　　ｐ粉飾決算は「組織的な関与」と「意図的に当期利益のかさ上げをする目的での経営判断」として行われ、「東芝のトップには基本的素養がない」と指摘されています。激烈なグローバル競争、ライバル企業への対抗、３カ月ごとに業績を問われる四半期決算の圧力を背景にした過度な利益追求、原発という国策事業が財界の中核企業を蝕み、粉飾決算へと進ませてきたようです。　　　　　　　　　　　ｐ問題の発端は２００６年、東芝による米原子炉メーカー大手ウエスチングハウス買収にさかのぼるといわれます。米国では１９７９年のスリーマイル島の原発事故以来、原発新設は止まっていました。原子力事業が行き詰る中、米国の２大原子炉メーカーの１つウエスチングハウスを救済したのは東芝でした。沸騰水型の原子炉技術を持つ東芝は、加圧水式のウエスチングハウスを買収することで、世界の原子力市場での利権拡大を狙いました。２千億円程度とみられた買収相場に５千億円を提示。のれん代（各企業が持つ「ブランド」「ノウハウ」「顧客との関係」「従業員の能力」など無形の財産）とブランドネーム代で４千億円が資産として計上。東芝のもくろみは福島原発事故で完全に崩れました。　　　　　ｐ２００８年に発生した世界的な経済危機＝リーマン・ショックは東芝の経営を直撃しました。２００９年１月「収益改善に向けた体質改革プログラム」で売り上げ規模の拡大がない状況下でも利益を創出できる強靭な収益体質に転換。収益改善の目標値は、毎月下旬に１度開かれる「社長月例」で示されました。当期利益至上主義がその一つ。東芝には、上司の意向に逆らうことができないという企業風土が存在していたようでした（どこの企業でも多少はあることですが）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ粉飾を見逃し続けた「監査法人」の責任も重大です。監査をする企業から報酬を受け取るため、監査法人の調査が甘くなる（インセンティブのねじれと言う）。大企業の監査をめぐってささやかれる官業の癒着体質。東芝の粉飾決算は、構造的問題を投げかけています。（しんぶん赤旗８月１１日―１３日の特集より）
新病院建設　市長と医療センター理事長に公開質問状
８月３日の市議会全員協議会で、新病院新築工事の説明がありましが、遅れの謝りもなく、誠意がみじんも感じられない報告でした。「見積もり合わせ」の結果総額１９９．４憶円に収まっているようだが、最終どうなるのかは説明なし。　　　　　　　　　　ｐ「新病院建設の再検討を求める市民の会」が、市長と医療センター理事長に公開質問状を出し「随意契約」を結ぶまでに文章での回答を求めました。　
「新病院建設の再検討を求める市民の会」は昨年の６月市議会に「新病院建設の再検討を求める請願書」を提出しましたが、不採択となりました。しかしながら、「市民のための病院」を作って欲しいという思いは今も変わっていません。
　今回、「見積もり合わせ」という官製談合の様な手段で「戸田建設」と随意契約を結ぶようです。「戸田建設」はテレビ・新聞等で報道されている様にコンプライアンスの低い企業です。この様な会社とどの様な形で「見積もり合わせ」を行って契約を結ぶのか。「戸田建設」で、立派な市民のための病院ができる保証があるのか。市民に向けて、交渉経過等を含めて説明を求めています。
　総合医療センターは１００億円以上の多額の借金を前提にしていますが、国の医療費抑制の波が襲ってくる中で、センターは収益をあげて、自力で毎年数億円を返済できるのか、市の財政に負担をかけず、市民への新たな負担もないのか、分かりやすく説明して欲しい。新病院の完成までにまだお金がかかると言われていますが、総額いくらになるのかも明らかにして欲しいと言うのが質問内容です。
桑名の介護保険は何処へ行くのだろうか。

今年度からの介護保険では要支援１、２の介護保険はずしが行われ、新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）がいくつか行われています。その中の「くらしいきいき教室」の「元気アップ交付金」の給付の中止（介護保険の報酬として支払われるのは不当であるから）を求める住民監査請求が出されました。

「くらしいきいき教室」のサービス内容は、リハビリ専門職がアセスメントを行い、最大６カ月の期間において、週１回以上の通所系サービスによる機能回復訓練と月１回以上の訪問系サービスにより、在宅生活の維持に有効な生活環境調整を行う。被保険者が介護保険を卒業後、地域活動にデビューし、６カ月間を過ごす事が出来た場合に、事業所・ケアマネ・利用者に「元気アップ交付金」が支払われるものです。

監査委員の判断

１、介護保険の報酬として交付金の交付を規定する法令等はなく、保険者である市長の裁量権の範囲内と認められる。

２、「地域生活応援会議」において、給付抑制に対する措置が図られる。

３、本件交付金事業は、本計画に位置づけられおり、要綱に基づき実施される。

４、事業費については、議会の審議を経て可決されている。

監査委員の結論

本件交付金を介護保険の報酬として支払うことを不当とする本請求には理由がなく措置の必要性を認めない。

監査委員の意見

1 インセンティブの付与が給付の抑制につながる事のないよう、制度の周知と
共に適切に事業が運営される事を要望する。

2 交付金の支出科目については慎重に検討されたい。

【疑問点】

1 サービス提供の結果（効果）に基づく加算として交付金を設ける。（国の方針）

2 「地域生活応援会議」において、サービス提供期間の終了時に利用者の状況
をチームでアセスメントし、ケアプランの妥当性を協議する仕組みを導入し、利用者にとって給付抑制にとならないよう配慮する。（会議で判断が可能だろうか）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２４０　　　　２０１５年　　８月　２０日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































